
  
 

一

 
 

 

官
民
連
携
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
官
民
連
携
事
業
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
国
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
官

民
連
携
事
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
活
性
化
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
官
民
連
携
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。 

 

一 

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

「
民
間
資
金
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業 

 

二 

公
共
施
設
等
（
民
間
資
金
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
い
う
。
第
二
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

維
持
管
理
又
は
こ
れ
に
関
す
る
企
画
（
国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
含
む
。
）
に
係
る
二
以
上
の
種
類
の
業
務
に

つ
い
て
、
民
間
事
業
者
が
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
そ
の
他
の
公
共
法
人
（
市
街
地
再
開



 

  
 

二

発
事
業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
そ
の
他
の
市
街
地
開
発
事
業
を
施
行
す
る
組
合
を
含
む
。
以
下
「
公
共
法
人
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
国
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
括
し
て
受
託
し
て
行
う
事
業 

 

三 

国
等
が
所
有
権
又
は
所
有
権
以
外
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
不
動
産
（
以
下
「
公
的
不
動
産
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
が
、
国
等
か
ら
所
有
権
以
外
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
の
設
定
を
受

け
て
行
う
事
業 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

官
民
連
携
事
業
に
つ
い
て
は
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
、
行
政
の
効
率
化
、
公
的
不
動
産
の
有
効
利
用
等
に
資
す

る
よ
う
、
そ
の
積
極
的
な
活
用
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

官
民
連
携
事
業
は
、
民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
等
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
が
国
民
に
対
し
て

提
供
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

官
民
連
携
事
業
は
、
民
間
事
業
者
の
官
民
連
携
事
業
に
つ
い
て
の
提
案
を
活
用
し
た
地
域
に
お
け
る
民
間
の
事
業
機
会
の

創
出
そ
の
他
地
域
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
国
の
責
務
） 



  
 

三

第
四
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
官
民
連
携
事
業
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
官
民
連
携
事
業
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、

そ
の
地
方
公
共
団
体
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

 

（
公
共
法
人
の
責
務
） 

第
六
条 

公
共
法
人
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
官

民
連
携
事
業
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
民
間
事
業
者
の
責
務
） 

第
七
条 

民
間
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
自
ら
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
活
動

に
主
体
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
官
民
連
携
事
業
に
関
す
る
施
策
に
協

力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
民
の
努
力
） 



 

  
 

四

第
八
条 

国
民
は
、
官
民
連
携
事
業
の
活
用
の
重
要
性
に
関
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力
） 

第
九
条 
国
等
、
民
間
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
基
本
理
念
の
実
現
を
図
る
た
め
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
収
益
性
の
確
保
） 

第
十
条 

国
等
は
、
官
民
連
携
事
業
に
つ
い
て
、
国
等
及
び
民
間
事
業
者
の
双
方
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
収

益
を
目
的
と
す
る
施
設
の
併
設
、
公
的
不
動
産
の
有
効
利
用
等
に
よ
り
、
高
い
収
益
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
官
民
連
携
事
業
に
つ
い
て
の
提
案
等
） 

第
十
一
条 

国
等
は
、
民
間
事
業
者
に
対
し
、
官
民
連
携
事
業
に
つ
い
て
の
提
案
を
積
極
的
に
求
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

国
等
は
、
官
民
連
携
事
業
に
つ
い
て
の
提
案
が
さ
れ
た
と
き
は
、
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
が
国
民
に
対
し
て
提
供
さ

れ
、
及
び
地
域
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
に
つ
い
て
適
切
な
審
査
及
び
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。 



  
 

五

 
（
地
域
の
民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
等
の
適
切
な
審
査
及
び
評
価
等
） 

第
十
二
条 

国
等
は
、
地
域
に
お
け
る
民
間
の
事
業
機
会
の
創
出
そ
の
他
地
域
の
活
性
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
官
民
連
携
事
業

を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
官
民
連
携
事
業
の
特
性
に
応
じ
、
地
域
の
民
間
事
業
者
の

創
意
工
夫
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
審
査
及
び
評
価
を
行
い
、
並
び
に
入
札
及
び
契
約
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
公
的
不
動
産
の
利
用
状
況
及
び
将
来
の
見
通
し
の
公
表
等
） 

第
十
三
条 

国
等
は
、民
間
事
業
者
の
官
民
連
携
事
業
に
つ
い
て
の
提
案
を
促
進
し
、
公
的
不
動
産
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、

公
的
不
動
産
の
利
用
状
況
及
び
将
来
の
見
通
し
の
公
表
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
官
民
連
携
事
業
に
係
る
手
続
の
透
明
性
の
向
上
） 

第
十
四
条 

国
等
は
、
官
民
連
携
事
業
に
係
る
手
続
の
透
明
性
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
共
施
設
等
運
営
事
業
の
積
極
的
活
用
） 

第
十
五
条 

国
等
は
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
公
共
施
設
等
運
営
事
業
（
民
間
資
金
法
第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 



 

  
 

六

２ 

国
は
、
公
共
施
設
等
運
営
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
及
び
公
共
法
人
に
対
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

 

（
民
間
事
業
者
の
相
談
に
応
じ
る
体
制
の
整
備
等
） 

第
十
六
条 

国
等
は
、
民
間
事
業
者
の
官
民
連
携
事
業
に
係
る
相
談
に
的
確
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
体
制
の
整

備
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
相
談
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
の
窓
口
と
な
る
部
局
の
名
称
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
支
援
等
） 

第
十
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
資
金
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
官
民
連
携
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
必
要

な
法
制
上
及
び
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
官
民
連
携
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
財
政
上

及
び
金
融
上
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
措
置
及
び
支
援
は
、
実
施
さ
れ
る
官
民
連
携
事
業
の
特
性
に
応
じ
た
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

地
方
公
共
団
体
及
び
公
共
法
人
の
主
体
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
規
制
緩
和
） 

第
十
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
資
金
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
官
民
連
携
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
民
間



  
 

七

事
業
者
の
技
術
の
活
用
及
び
創
意
工
夫
の
十
分
な
発
揮
を
妨
げ
る
よ
う
な
規
制
そ
の
他
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
を
速
や
か

に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
職
員
の
派
遣
等
に
つ
い
て
の
配
慮
） 

第
十
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
資
金
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
官
民
連
携
事
業
の
円
滑
か
つ
効
率
的
な
遂
行

を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
の
派
遣
そ
の
他
の
適
当
と
認
め
る
人
的
援
助
に
つ
い
て
必
要
な
配
慮
を

加
え
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
援
助
） 

第
二
十
条 

国
は
、
官
民
連
携
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
職
員
の
定
期
的
な
巡
回
訪
問
そ
の
他
の

方
法
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
助
言
、
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
人
材
の
育
成
） 

第
二
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
に
密
着
し
た
官
民
連
携
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
経
済
又

は
社
会
の
実
情
に
精
通
し
、
地
域
の
課
題
に
柔
軟
か
つ
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
人
材
を

育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 

  
 

八

 
（
公
共
施
設
等
の
総
合
的
な
管
理
の
た
め
の
計
画
の
策
定
等
） 

第
二
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
官
民
連
携
事
業
の
推
進
を
図
る
観
点
か
ら
、
公
共
施
設
等
の
総
合
的
な
管
理
の
た

め
の
計
画
を
策
定
し
、
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
会
計
の
基
準
及
び
固
定
資
産
に
関
す
る
台
帳
を
整
備
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
国
民
の
理
解
及
び
関
心
の
増
進
） 

第
二
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、官
民
連
携
事
業
の
活
用
の
重
要
性
に
関
す
る
国
民
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
よ
う
、

官
民
連
携
事
業
に
関
す
る
広
報
活
動
及
び
啓
発
活
動
の
充
実
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



  
 

九

 
 

 
 
 

理 

由 

 

国
民
に
対
す
る
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
官
民
連
携
事

業
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
国
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
官
民
連
携
事
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


